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平成28年6月13日現在

 商 品 名 ・財形住宅預金

 ご利用いただける方 ・当行と財形預金の取り扱いに関する契約を締結しているお取引先企業の満55歳未満

　の従業員の方

・お1人さま1契約のみ

お預入期間 ・契約期間　5年以上

・お積立期間　5年以上

　※5年以上の期間にわたって、毎年1回以上定期的にお預け入れいただきます。

お預入方法 ・給与・賞与からの天引預入等

お預入金額 ・1,000円以上

お預入限度 ・元利金合わせて550万円までが非課税限度額

　※ただし、財形年金預金がある場合は合算で550万円までを限度として非課税と

　　なります。

　※550万円以上のお預入れも可能ですが、550万円以上となると元本全額について

　　の利子が課税扱いとなります。

お預入単位 ・1,000円単位

　※従来財形住宅預金からの書替継続預入については、この限りではありません。

お引出方法 ・住宅のご新築・ご購入・増改築の目的の場合のみ、お引き出しができます。

　※ご新築・ご購入・増改築等の対象には制限・条件があります。

・住宅取得後1回のお引き出しもしくは、取得前後の2回のお引き出しができます。

　※お引出可能額やお引出日には制限・条件があります。

・住宅目的以外のお引き出しの場合、全額引き出し・解約となり過去5年間の追徴課税が

　おこなわれます。

 利　　　息　 　

適用利率 ・お預け入れいただく定期預金の1口ごとにお預け入れ（継続）日の期日指定定期預金の

　店頭表示金利を適用します。

利息計算方法 ・1年を365日として日割りかつ1年複利で計算します。（付利単位 1円）

利息支払方法 ・お引き出しの際に元金とともにお支払します。

期日後利息 ・満期日から解約（継続）日の前日までの日数について、解約（継続）日の

　普通利息利率で計算した利息をお支払いします。

 税　　　金　 ・財形非課税制度の対象として、財形年金預金と合算して、限度額550万円の範囲内

　で非課税となります。契約期限前の解約であっても、住宅取得目的であれば非課税

　扱いとなります。

・住宅取得以外のお引き出しの場合には、平成25年1月1日以降、平成49年12月31日

　までの25年間復興特別所得税が課され、20.315％（国税15.315％、地方税5％）

  の源泉分離課税が適用され、既に支払われた利息についても5年間の追徴課税が

　おこなわれます。

 手  数  料 ・ありません。

 付加できる特約事項 ・ありません。

 中途解約時のお取扱い ・中途解約をされる場合は、下記の「期限前解約利率」により、預入日から

　解約日の前日までの日数について利息を計算して元金とともにお支払いいたします。

　※中途解約利率は、金利情勢により中途解約時点の普通預金金利を下回る場合が

　　あります。

　【期限前解約利率】　　　　　　　　　　　　　（小数点第4位以下切捨て）

 当行が契約している

・苦情処理及び紛争解決として一般社団法人全国銀行協会をご利用できます。

 指定紛争解決機関

・本商品にかかる問題等が解決しない場合は、下記にご相談・ご照会ください。

     ●一般社団法人全国銀行協会連絡先

　　　　　　　全国銀行協会相談室

　　　　　　　電話番号　0570-017109　または　03-5252-3772

 その他参考となる事項 ・その他のお取扱いは「期日指定定期預金」に準じます。

・財形持家融資制度に基づく融資等が受けられます。（別途審査があります。）

・本商品は、ATMでお預入れ・ご解約・解約予約はできません。

・インターネットバンキングでのお預入れ・ご解約はできません。

・本預金は預金保険の対象であり、同保険の範囲内で保護されます。

 金利情報の入手方法 ・金利はちば興銀窓口へご照会ください。

項      目

商品概要説明書

内                    容


